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●委員会等からの意見

操作規則の範囲内に留まりながらも、検討だけではなく、若干の試行に踏み切っていること
は、大いに評価できる。但し、今回の「生物調査の結果」として４点が「判明」したなどの記述
があるが、それらはつとに知られていたことであり、実施すべきはそれをどのように無くすか
の問題にあった筈である。しかしこれらの点に関しては、それがどの程度に行われ、何が明ら
かになったのかがほとんど記載されていない。問題点を明確にした試行の実施がなされなけ
ればならない。

また、「基礎原案に係る具体的な整備内容シート」において、「操作規則の変更を伴うもの」
もまた「検討」事項になっていたことは、先の「意見書」においても高く評価したところである。し
たがって、その検討の結果を、充分詳細に明らかにすべきである。

さらに、「意見書」で述べた「水位の自然的季節変動を基本に全体的な水位操作の見直しに
ついて、法律改正をも含めて検討しなければならない。整備計画の検討事項として、このよう
なものが記載されていないのは極めて不自然である」としたことについては、「基礎案に係る
具体的な整備内容シート」に記載されておらず、さらに今回の「進捗状況報告書」でも扱われ
ていないことは、極めて遺憾である。「実施」は行わなかったにしても、「検討」はなされている
のか、またなされているとすれば、その現在までの結果を明らかにされたい。

この項目については、別冊の「琵琶湖水位操作について」を、充分に参照して、調査・検討
を進めることが必須である。 【琵琶湖部会】

●進捗状況
平成１５年から琵琶湖の環境に配慮した瀬田川洗堰の試行操作を継続して実施。
この試行操作に合わせて、（独）水資源機構と連携して琵琶湖沿岸部においてコイ科魚類
の産卵、仔稚魚の生息について調査を実施。

●今後の見通し等
瀬田川洗堰の試行操作とモニタリングを継続的に実施し、治水・利水・環境からみて最適な
瀬田川洗堰操作の運用方法の検討を実施。






